
  健 全 化 判 断 比 率  

 「健全化判断比率」は，①実質赤字比率 ②連結実質赤字比率 ③実質公債費比率 ④将来負担比率の４つの指

標です。 

 それぞれの指標の算定結果は表１のとおりで，早期健全化基準内となりました。 

 表１ 健全化判断比率                 

                      （単位 ： ％）  

 ①実質赤字比率 ②連結実質赤字比率  ③実質公債費比率 ④将来負担比率  

２０１７年度 － －  ２．１ －  

２０１８年度 － －  １．４ －  

２０１９年度 － －  １．４ －  

早期健全化基準 １１．２５ １６．２５  ２５．０ ３５０．０  

  備考                        

   １ 実質赤字比率および連結実質赤字比率の「－」は，それぞれ赤字額がないことを表します。  

  
 ２ 将来負担比率の「－」は，充当可能財源等が将来負担額を上回ったため，比率が算定されなかったことを 

表します。 
 

 

  資 金 不 足 比 率  

 「資金不足比率」は，表２に示す８つの公営企業会計ごとの資金不足の状況を示す比率で，資金の不足が生じた会計

はなく，すべて経営健全化基準内となりました。 

 表２ 資金不足比率            

                   （単位 ： ％） 

  会計の名称 
資金不足比率 

（２０１７～２０１９年度） 
経営健全化基準 

  
都 市 開 発 事 業 特 別 会 計 － 

２０．０ 

  

  
集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 － 

  

  
食 肉 セ ン タ ー 特 別 会 計 － 

  

  
商 業 施 設 特 別 会 計 － 

  

  
病 院 事 業 会 計 － 

  

  
水 道 事 業 会 計 － 

  

  
工 業 用 水 道 事 業 会 計 － 

  

  
下 水 道 事 業 会 計 － 

  

  備考                    

  １ 資金不足比率の「－」は，資金の不足額がないことを表します。   

  ２ 資金不足比率については，算定を開始した２００７年度以降，いずれの会計も資金の不足額はありません。 

   

それぞれの比率が１つでも早期健全化基準（または経営健全化基準）以上であった場合は，財政健全化計画などを策

定し，計画的に健全化に取り組まなければならないこととなっていますが，本市においてはすべての比率が基準内とな

っており，おおむね健全な財政状況にあるといえます。 

今後も「健全化判断比率」や「資金不足比率」に留意しながら，健全で安定した財政運営に努めます。 



 【用語説明】 

 
表１   

 

 
①実 質 赤 字 比 率 … 一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率 

 

 
②連結実質赤字比率 … 

財産区特別会計を除く全会計を対象とした実質赤字（または資金の不足額）の標準財政

規模に対する比率 

 

 
③実質公債費比率 … 一般会計等が負担する元利償還金および準元利償還金の標準財政規模に対する比率 

 

 
④将 来 負 担 比 率 … 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率 

 

 
表２   

 

 
○資 金 不 足 比 率 … 公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率 

 

    

母子父子寡婦福祉資金貸付
特 別 会 計

誠 之 奨 学 資 金 特 別 会 計

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

介 護 保 険 特 別 会 計

後 期 高 齢 者 医 療
特 別 会 計

駐 車 場 事 業 特 別 会 計

都 市 開 発 事 業 特 別 会 計

集 落 排 水 事 業 特 別 会 計

食 肉 セ ン タ ー 特 別 会 計

商 業 施 設 特 別 会 計

病 院 事 業 会 計

水 道 事 業 会 計

工 業 用 水 道 事 業 会 計

下 水 道 事 業 会 計

福 山 地 区 消 防 組 合

広 島 県 後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合

土 地 開 発 公 社

広 島 県 信 用 保 証 協 会

福 山 市 土 地 改 良 区

沼 隈 町 土 地 改 良 区

神 辺 町 土 地 改 良 区

一 部 事 務 組 合 ・ 広 域 連 合
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